
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西宮市消防局 



  



西宮市消防局から「住宅用火災警報器」についてのおねがい 
 

毎年、全国一斉に住宅用火災警報器の調査を行っております。 
 

１ 住宅用火災警報器とは 

  すべての住宅に設置義務があり、全国で約 80％の住宅に住宅用火災警報器が設置されていま

す。設置することで火災の早期発見につながり、死者数や損害額が大幅に減少することが統計上

示されています。 

 

２ 依頼内容 

  ご自宅の住宅用火災警報器に関する簡単なアンケートにお答えいただきます。 

 

３ 対象世帯 

  西宮市内にお住まいの約 2,500世帯を無作為に抽出し、調査を実施しています。 

 

４ アンケート回答期限 

  本アンケートに令和４年５月２０日（金）までにご回答ください。 

 

５ 回答方法 

  以下のいずれかの方法により、ご回答ください。 

（１）調査票を別添の封筒に入れ郵送 

（２）下記二次元コードへアクセス 

    

 

 

 

 

※本調査は基本無料で実施可能ですが、スマートフォンの契約プランによっては、通信費用が発生する場合がありま

す。その場合は、回答者様がご負担いただくこと、ご了承ください。 

 

６ 個人情報の取り扱い 

  今回ご回答いただいた個人情報は、住宅用火災警報器の設置・維持管理指導に使用させていた

だきます。 

 

７ 問い合わせ先 

  二次元コードへアクセスできない等、ご不明な点がございましたら、下記連絡先までお問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 西宮市消防局警防部予防課 

 担当者 千々和、小谷 

 TEL （代表）0798-26-0119 

    （直通）0798-32-7313 



 

 
 
※回答欄に選択肢の数字を記入し、添付の返信用封筒にて郵送してください。 
※裏面の２次元コードから、インターネットでも回答できます。 
 
 
問１ 個人情報の取り扱いについて 
   今回ご回答いただいた個人情報は、住宅用火災警報器の設置・維持管理指導に使用することを承諾いただ

けますか？ 
 
   １.承諾する  ２.承諾しない 

 
問２（任意）お名前、住所を教えてください。 
 
 
 
 
 
問３ 回答者様ご自身を含め、同居のご家族に６５歳以上の方はいらっしゃいますか？ 
 
１．いる  ２．いない 
 
 
問４ お住まいの住宅は、次のうちどれに該当しますか。 
 

１．一戸建て  ２．共同住宅等（賃貸）  ３．共同住宅等（持ち家） 
 
 

問５ 西宮市火災予防条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅の部分全てに、住宅用火
災警報器が設置されていますか？ 

 
「西宮市火災予防条例により設置義務のある場所」 
・就寝のための部屋（寝室、子供部屋等） 
・台所 
・住宅内の階段の上端 

１．設置している（全部設置） ２．一部設置している（一部設置） ３．設置していない（未設置） 

 
 
 
 
 
 

問６ 設置されている住宅用火災警報器は設置から 10年を経過していますか。（前問で１～２を選んだ方は回
答してください。） 

 

１．10年経過した ２．10年経過してない（交換済みのため） ３．10年経過してない（設置から未経過） 

４．分からない 

 
 
問７ 最近、半年間に住宅用火災警報器の作動確認を行いましたか？ 
  ※作動確認は住宅用火災警報器の点検ボタンを押す、又は、点検ヒモを引くことで実施できます。 
 
１.実施（最近半年間に実施） ２.実施（本調査時に実施） ３.未実施 ４.分からない 
 
 
問８ 作動確認の結果はどうでしたか？（前問で１～２を選んだ方は回答してください。） 
 

１．異常なし ２．電池切れ・故障 ３．分からない 

 

 

調査票（郵送回答用） 
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